
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      令和２年１２月１日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） ＬＥＤ常夜灯付シーリングアダプター 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 

天井に設置された引掛けシーリングコンセントに接続し、刃受けに接続した照

明器具と本体に内蔵したＬＥＤ常夜灯を、赤外線又は音声認識により操作するこ

とができるシーリングアダプター。 

 
 
 
○構造、仕様、意匠 

上面に引掛けシーリングコンセントに接続するための引掛形の刃をもち、下面

に照明器具を接続するための引掛形の刃受けをもつ。また、本体側面にはＬＥＤ

の常夜灯を備えている。刃受け出力とＬＥＤ常夜灯は、赤外線リモコンの操作又

は本体に内蔵した言語認識機能によってＯＮ／ＯＦＦすることができる。 

 

定格： 

・刃受け出力：ＡＣ１００Ｖ、３Ａ 

・ＬＥＤ常夜灯：ＡＣ１００Ｖ、 ５０／６０Ｈｚ、０．３Ｗ 

寸法：φ９１ｍｍ×３８ｍｍ 

重量：約１２５ｇ 

 
○主な使用者、販売先 

一般消費者 
 
 
 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 
特定電気用品のうち、配線器具の「その他の差込み接続器」として取り扱う。 

 

 

 

（理由） 

本製品は、遠隔操作機能をもつ「その他の差込み接続器」に常夜灯機能を加えた

ものであるが、主たる機能は点滅機構を有する「その他の差込み接続器」であり、

常夜灯機能は付加的な機能と考えられることから、主たる機能である「その他の差

込み接続器」で対象として取り扱うことが妥当と判断する。 
 
 

 


